
 

第 1 章  総    則 

第 1 条（名 称） 

本校は、静岡県東部総合美容専門学校という。 

第 2 条（位 置） 

本校は、静岡県三島市寿町 3 番 42 号に置く。 

第 3 条（目 的） 

本校は、教育基本法の精神に則り学校教育法、美容師法に従い、優秀な美容師を育成することを目的とする。 

第 4 条（課程、修業年限等） 

課程名、学科名、昼夜の別、修業年限、総定員・入学定員、学級数及び入学資格は次のとおりとする。 

課程名 学科名 昼夜別 修業年限 入学定員(学級数) 総定員(学級数) 入 学 資 格 

専門課程 美容学科 昼 ２ヶ年 80 名(2 学級) 
160 名（4 学

級） 

学校教育法第 90条に規定す

る者、又は同等以上の学力

があると認められた者 

2．本校は、前項とは別に県内東部地域を対象に次の附帯事業を行うものとする。 

部 名 学科名 修業年限 入学定員(学級数) 総定員(学級数) 入  学  資  格 

通信課程 美容学科 3 ヶ年 40 名(1 学級) 120 名(3 学級) 

学校教育法第５７条に規定する者又

は同等以上の学力があると認められ

た者で、美容所の従業員 

・細部は別に細則で定めるが、通信教育指導の一部は、社団法人日本理美容教育センターに委託し、学校教育法 

第９０条に規定する者等に該当しない入学者（中学校卒業生等）は、厚生労働省令に定められた入学試験及び 

入学後の講習を受けなければならない。 

 

第 2 章  学 年 、 学 期 及 び 休 業 日 

第 5 条（学 年） 

本校の学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。 

第 6 条（学 期） 

学期は次の３学期とする。 

第１学期 ４月 １日から ８月１５日まで 

第２学期 ８月１６日から１２月３１日まで 

第３学期 １月 １日から ３月３１日まで 
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第 7 条（休業日） 

休業日は次の通りとする。ただし校長は必要があると認めた場合は、休業日を変更することができる。 

(1)  国民の祝日に関する法律に規定する日 

(2)  土曜日、日曜日 

(3)  学年始め休業 (4月 1日から同月 10日までの間において校長が定める期間をいう。) 

(4)  夏季休業   (7月 15日から 9月 15日までの間において校長が定める期間をいう。)  

(5)  冬季休業   (12月 15日から翌年 1月 15日までの間において校長が定める期間をいう。) 

(6)  学年末業    (3月 1日から同月 31日までの間において校長が定める期間をいう。)  

(7)  その他特別の事情があるときは臨時に授業を行わないことができる 

2. 校長は、前項第 3 号から第 7 号までに規定する休業日を定めようとするときは、その期間を理事会で報告

しなければならない。 

第 8 条（始業、終業の時刻） 

本校の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。 

午前 9 時から午後 4 時 00 分まで 

 

第 3 章  教育課程及び授業時数 

第 9 条（教育課程、標準授業時数及び成績評価） 

本校の 2 ケ年間の教育課程及び授業時数は別表による。 

2．教科課目の成績評価は、学年末において、各学期末に行う試験、実習の成果、履修状況等を総合的に勘 

案して行う。ただし、出席停止等の特別な事情を除き、出席時数が標準時数の 10 分の 9 に達しない者は、 

その教科課目について評価を受けることができない。 

3．本校 3 ケ年間の通信教育課程及び面接授業時数は別表による。 

 

第 4 章  教育課程の修了及び卒業の認定 

第 10 条（認定の基準） 

本校の教育課程の修了又は卒業は、所定の課程を修了した者について、学習評価の上認める。 

なお、成績評価及び進級・卒業の認定基準については別に定める。 

第 11 条（卒業証書等の授与） 

校長は所定の課程を修了したと認めた者には、当該課程の名称及び修業年限を記入した卒業証書を与える。 

2．必要により、校長は所定の課程の一部を修了したと認めた者には、当該課程の名称及び修業年限を記 

入した修了証書を与えることができる。 

3．前条により、衛生専門課程美容学科を修了した者には、専門士（衛生専門課程）の称号を授与する。 

 

第 5 章  入学、退学、転学及び休学 

第 12 条（入学） 

入学は、昼間課程は 4 月とする。 

入学者は性行善良、身体強健であり、専門課程に入学することができる者は、学校教育法第９０条に規定 

する者、又は 18 歳以上で同等以上の学力があると認められた者とする。 

2．入学志願者は、入学願書、入学資格を証明する書類、推薦入学志願者の場合は推薦書、写真及び第 18 

条に定める入学検定料を添えて願い出なければならない。 

3．前項の手続きを終えた入学志願者に対して、入学試験を行い、入学合格者を決定する。 

第 13 条（退学、転学） 

退学又は転学しようとする者は、その理由を付して、保護者連署の上、校長に願い出なければならない。 



第 14 条（転課） 

転課しようとする者は、転課願を校長に願い出なければならない。 

2．前項の転課願があったときは、校長は特別の理由があると認め、かつ転課後必要な単位を修得する見 

込があるときに限り、許可することができる。 

第 15 条（転学の受入れ） 

他の養成施設から転学を希望する者のあるときは、校長は欠員のある場合に限り、在学証明書及び指導要録 

の写の送付を求めて、転学を許可することができる。 

第 16 条（休学） 

休学は、年間休学、期間休学(1ヶ月単位の休学)にかかわらず、当年度限りとする。引き続き休学を要するも

のは、改めて願い出たうえで、休学を更新することができる。年間休学は 1年、期間休学は、1ヶ月単位で計

算する。休学期間は通算して２年を超えることはできない。 

2. 長期にわたる休学者は、学期の始めでなければ復することができない。 

3. 前項の者が、復学しようとする場合は届け出て復学することができる。 

4. 休学者は、休学在籍料を納入しなければならない。休学在籍料は別に定める。 

 

第 6 章  職 員 組 織 

第 17 条（職員組織） 

本校の職員組織は次のとおりとする。 

（1）校  長 

（2）教  員 ５名以上 

（3）講  師 2 名以上 

（4）事務職員 1 名以上 

（5）用 務 員 1 名以内 

（6）学 校 医 1 名以上 

2．校長は校務を掌り、所属職員を監督する。 

 

第 7 章  入学料、授業料その他 

第 18 条（昼間課程の授業料、入学検定料等） 

昼間課程の授業料、入学検定料等は下記のとおりとする。 

（1）入学検定料        15,000 円 

（2）入 学 料（入学時）    100,000 円 

（3）施設設備費（入学時）   120,000 円 

（4）教育充実費（入学時）   110,000 円 

（5）授 業 料（月額）     34,500 円 

（6）実 習 費（月額）     14,000 円 

（7）維 持 費（年額）     20,000 円 

（8）校友会費（年額）      5,000 円 

2．授業料、実習費、維持費は年額を 4 期分納とする。 

第 19 条（授業料の減免） 

校長は特別な事由があると認めたときは、入学料・授業料等の全部又は一部を減免することができる。 

第 20 条（返還） 

入学手続き後、入学までの間に入学辞退があった場合、既に納付された入学検定料、入学料、施設設備費、 

教育充実費、授業料、実習費、維持費等は、入学検定料、入学料を除いて返還する。 



第 21 条（附帯事業における授業料、入学検定料等） 

附帯事業である通信課程の授業料、入学検定料等は下記のとおりとする。 

（1）入学検定料        15,000 円 

（2）入 学 料（入学時）    100,000 円 

（3）施設設備費（入学時）     120,000 円 

（4）教育充実費（入学時）     110,000 円 

（5）授 業 料（月額）         14,500 円 

（6）実 習 費（年額）         33,500 円 

（7）維 持 費（年額）         11,500 円 

（8）校友会費（年額）          3,000 円  

＊その他、各学年面接指導費 15,000 円がかかります 

2．授業料は年額を２期分納とし、実習費、維持費は入学時に納入する。 

 

第 8 章  賞    罰 

第 22 条（ほう賞） 

校長は、他の学生の模範となる者をほう賞とすることができる。 

第 23 条（懲戒） 

校長は、教育上必要と認めた場合は、学生に対し懲戒を行うことができる。 

但し、退学は、次の各号の 1 に該当する者に対してのみ行うことができる。 

（1）性行不良で、改善の見込がないと認められる者 

（2）学力劣等で、成業の見込がないと認められる者 

（3）正当の理由がなくて、出席が常でない者 

（4）学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

第 9 章  雑    則 

第 24 条（健康診断） 

健康診断は毎年 1 回、別に定めるところにより実施する。 

第 25 条（細則） 

この学則の実施に関して必要な細則は、校長が定める。 

附       則 

 この学則は、昭和 52 年 4 月 1 日より実施する。 

 この学則は、以後数次の改正を経て平成２３年４月１日より実施する。 

この学則は、平成 24 年 4 月 1 日より実施する。 

この学則は、平成 25 年 4 月 1 日より実施する。 

この学則は、平成 26 年 4 月 1 日より実施する。 

この学則は、平成 27 年 4 月 1 日より実施する。 

この学則は、平成 28 年 4 月 1 日より実施する。 

この学則は、平成 29 年 4 月 1 日より実施する。 

この学則は、平成 30 年 4 月 1 日より実施する。 

この学則は、平成 3１年 4 月 1 日より実施する。 

この学則は、令和２年 4 月 1 日より実施する。 

この学則は、令和３年 4 月 1 日より実施する。 

この学則は、令和４年 4 月 1 日より実施する。 

この学則は、令和５年 4 月 1 日より実施する。 



「学 則」第９条 別 表              

昼間課程教育課程及び授業時数(R5) 

【昼間課程美容学科】                                                                             

 
課    目 

標準時数 

(２か年) 

学校授業時数(２か年)  
備        考 

１年 ２年 計 

必

修

課

目 

関係法規・制度 30 31  31  

衛生管理 90 31 62 93  

保健 90 62 31 93  

香粧品化学 60 31 31 62  

文化論 60 31 31 62  

美容技術理論 150 93 62 155  

運営管理 30  31 31  

美容実習 900 451 479 930  

計 14１0 730 727 1457  

 学校選択課目名 標準時数 １年 ２年 計 備        考 

選

択

課

目 

美術・デッサン 

600 

76 48 124  

美容教養基礎 62 62 124  

栄養理論 62  62  

ｴｽﾃﾃｨｯｸ･着付 62  62  

総

合

技

術 

選 択 Ａ 

 62 124 186 選択 

A ヘアメイクコース 

選 択 Ｂ B ネイルコース 

選 択 Ｃ Ｃブライダルコース 

選 択 Ｄ Ｄエステティックコース  

選 択 Ｅ Eアイラッシュコース 

選 択 Ｓ  62 62 必修 ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、ｵｰﾙｳｪｰﾌﾞｾｯﾃｨﾝｸ  ゙

計 600 324 296 620  

合     計 2010 1054 1023 2077  

       

通信課程教育課程及び面接授業時数(2022年) 

【通信課程美容学科】２２期生秋入学用 

 
課    目 

基準(３か年) 学校(３か年) 

 
 面接授業時数 添削回数 

面接授業時数 
添削回数 

1年次 2年次 3年次 計 

必

修

課

目 
関係法規・制度 10 3回以上 6  4 10 3回以上  

衛生管理 30 4回以上 15 7 8 30 4回以上  

保健 25 3回以上  15 10 25 3回以上  

香粧品化学 30 2回以上  20 10 30 2回以上  

文化論 10 2回以上 8  2 10 2回以上  

美容技術理論 10 8回以上 5 5 0 10 8回以上  

運営管理 5 3回以上  3 2 5 3回以上  

美容実習 175 6回以上 65 52 58 175 6回以上  

計 295 31回以上 99 102 94 295 31回以上  

 課目名（教育センター委託） 面接授業時数 添削回数 1年次 2年次 3年次 計 添削回数  

選

択

必

修

課

目 

外国語 

10 

1回以上     1回以上  

社会福祉 1回以上     1回以上  

美容カウンセリング 1回以上   5 5 1回以上  

ﾍｱｽﾀｲﾙ画によるﾄｰﾀﾙﾌｧｯｼｮﾝ 1回以上   5 5 1回以上  

ビジネスマナー 1回以上     1回以上  

        

        

        

計 10 5回以上  0 10 10 5回以上  

合     計 305 36回以上 99 102 104 305 36回以上  

※通信教育添削指導の係る事務の一部を社団法人日本理容美容教育センターに委託する。  

 



 

 

 

中学校卒業者等に対する講習 

 

講

習

課

目 

課  目 
標  準 学校教育課程 

備      考 
授業時数 添削回数 授業時数 添削回数 

現代社会 35 3回以上 35 3回以上  

化  学 35 3回以上 35 3回以上  

保  健 35 3回以上 35 3回以上  

計 105 9回以上 105 9回以上  

※通信教育課程中学校卒業者等に対する講習課目（現代社会・化学・保健）105時間の講習については、社団法人 

日本理容美容教育センターに委託して行う。 
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